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支配株主等に関する事項について 
  

当社のその他の関係会社である株式会社オートバックスセブンについて、支配株主等に関する事項は、

下記のとおりになりますので、お知らせいたします。 

 
記 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（平成 24 年３月 31 日現在） 

議決権所有割合（%） 
名称 属性 

直接所有分 合算対象分 計 
発行する株券が上場され
ている金融商品取引所等 

株式会社 
オートバックス
セブン 

その他の 
関係会社 

24.19 － 24.19 

東京証券取引所 
市場第一部 

 
大阪証券取引所 
市場第一部 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社は、カー用品の販売を主たる業務とする株式会社オートバックスセブンの持分法適用の関係会社 

であり、同社は当社の議決権の 24.19%を所有しております。 

当社のオートバックスチェン店舗は、株式会社オートバックスセブン（以下「ＦＣ本部」という。）が 

運営するオートバックスチェンのフランチャイジーとしてカー用品等の小売を行っており、当社は当該 

事業を主たる業務としております。 

したがいまして、フランチャイズチェン契約により、売上高の一定額をＦＣ本部へロイヤリティとし 

て支払うことと規定されており、また、フランチャイジーは店舗の運営に必要な商品・設備・什器等を 

ＦＣ本部もしくはＦＣ本部から斡旋を受けた者から仕入れるものとすると規定されていることから商品 

仕入高のうちＦＣ本部からの仕入比率が高くなっております。この取引条件等については、他のフラン 

チャイジーと同様の条件であります。 
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また、当社は、一部の店舗を、ＦＣ本部からの転貸借によって運営しております。 

このため当社はＦＣ本部に対して賃借料を支払っております。この賃借料は、ＦＣ本部が賃貸人との 

間で近隣の取引実勢等に基づいて決定した賃借料であります。 

なお、親会社等及びその企業グループとの人的関係については、当社の社外取締役としてＦＣ本部の 

従業員１名が就任しておりますが、客観的な立場で当社への経営参画による貢献及び取締役会の監督機 

能をより強化することを目的として選任していることから、当社独自の経営判断が行える状況にあるこ 

とで、当社の親会社等からの独立性は充分に確保されているものと認識しております。 

 

【役員の兼務状況】 

（平成 24 年６月 28 日現在） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ企業
での役職 

就任理由 

社 外 取 締 役 尾形 和洋 
株式会社オートバックスセブン
コンプライアンス部 

客観的な立場での提言を当
社の経営に反映するため就
任を依頼しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

当事業年度（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 

種類 
会社等の名

称又は氏名 

所 

在 

地 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業

議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末

残高

（千円）

債権回収高 1,915,859 クレジット

債権の回収 支払手数料 45,147 
－ － 

買掛金 209,866商品の仕入

先 

商品の仕入

（注）２
4,174,047 

未収入金 62,055

販売協賛金

の受取り

受取協賛金

等（注）２
3,927 未収入金 1,471

前払費用 14,631

長期前払

費用 
95,709

その他

の関係

会社 

㈱オートバ

ックスセブ

ン 

東京

都江

東区 

33,998 
カー用品の

卸・小売

（被所有） 

直接 24.19%

土地建物の

賃借 

賃借料の支

払（注）２
167,220 

差入保証

金 
530,244

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)商品の仕入については、他のフランチャイジーと同様の条件であります。 

(2)受取協賛金等については、販促企画等に基づき、期首において取引条件を決定、または、期中

における条件交渉により決定しております。 

(3)賃借料の支払については、近隣の取引実勢等に基づいて賃借料金額を決定しております。 

 

以上 
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